
５．学校教育系施設編
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５－１　学校教育系施設の現状と課題
（１）施設類型別概要

　①設置目的・利用状況

　　<学校給食センター>

　②これまでの施設の規模や配置

　　<学校給食センター>

　③施設整備状況

　　<学校給食センター>

（２）対象施設一覧
　　<学校給食センター>

№

1

2

3

4

5

6

（３）学校教育系施設の課題

　　<学校給食センター>

※棟が複数ある施設は、代表となる棟の築年、経過年数、構造を記載し、延床面積は全ての棟を合計
した面積を記載しています。

・全ての施設は、平成21年に「学校給食衛生管理基準」が定められる前に建設されているため、
この基準に則った給食施設の衛生管理ができていない状況です。
・全ての施設にアレルギー専用調理室がなく、アレルギー対応食を提供する上で、アレルゲンの
混入を防ぐためにも専用調理室の整備を行う必要があります。
・施設設備や調理機器等が、耐用年数を経過して故障してきており、平成28年度には修理回数が
4年前の約1.5倍の72回に増加し、修繕費用は約3倍の800万円と多額になっています。

口之津学校給食センター 学校給食センター 口之津 H17 14 鉄筋コンクリート造 328.00 所有

北有馬学校給食センター 学校給食センター他 北有馬 H9 22 鉄筋コンクリート造 524.00 借地

西有家学校給食センター 学校給食センター他 西有家 H3 28 鉄筋コンクリート造 510.00 借地

有家学校給食センター 学校給食センター他 有家 H4 27 鉄筋コンクリート造 709.00 借地

布津学校給食センター 学校給食センター他 布津 H5 26 鉄筋コンクリート造 616.00 借地

深江学校給食センター 学校給食センター他 深江 H17 14 鉄骨造 813.00 所有

　学校給食センターは、市内6箇所にあり、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資す
るために設置されています。
　平成30年度における児童生徒に対する給食提供数は、有家学校給食センターが792食と最も多
く、次に西有家学校給食センターが703食、深江学校給食センターが621食、口之津学校給食セン
ターが370食、北有馬学校給食センターが344食、布津学校給食センターが310食となっていま
す。

　学校給食センターは、旧町時代の施設がそのまま市に引き継がれており、市内に6施設（南有
馬町、加津佐町除く）あります。延床面積は、深江学校給食センターの813㎡から口之津学校給
食センターの328㎡までと様々です。

　各学校給食センターは6施設で、平成3年から平成17年までに建設されており、6施設ともに築
30年未満の施設となっています。

施設名 棟名 地区 築年 経過年数 構造 延床面積(㎡) 備考（土地）
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５－２　施設整備検討結果

（１）適正規模・適正配置の進め方

　①標準的な施設規模

　　<学校給食センター>

　②具体的な配置目標

　　<学校給食センター>

　③適正配置方法

　　<学校給食センター>

（２）検討結果一覧

<学校給食センター>

№

1

2

3

4

5

6 口之津学校給食センター 学校給食センター 集約（転用） R3を目標に集約します。既存の建物は学校施設として活用します。

西有家学校給食センター 学校給食センター他 集約（除却） R3を目標に集約します。既存の建物はR4を目標に除却します。

北有馬学校給食センター 学校給食センター他 集約（除却） R3を目標に集約します。既存の建物はR4を目標に除却します。

布津学校給食センター 学校給食センター他 集約（除却） R3を目標に集約します。既存の建物はR4を目標に除却します。

有家学校給食センター 学校給食センター他 集約（除却） R3を目標に集約します。既存の建物はR4を目標に除却します。

施設名 棟名 方向性 説明

深江学校給食センター 学校給食センター他 集約（転用）
R3を目標に集約します。既存の建物は関係部局と連携し活用を検討
します。

西有家学校給食センター

北有馬学校給食センター

口之津学校給食センター

深江学校給食センター

布津学校給食センター

有家学校給食センター

　学校給食センターは、一般的に児童等の数が3,001人～4,000人の場合、実際の調理面積は炊飯
有りで1,800㎡程度となります。これに事務室、研修室や調理員の休憩室・更衣室等を考慮した
結果、2,500㎡程度を標準的な規模とします。

　学校給食センターは、安全・安心で均一な配食システムの構築を図るため、学校給食衛生管理
基準に定められている給食時間を遵守できる場所として、1箇所（集約）の配置とします。

　学校給食センターは、適正規模・適正配置に併せて、新学校給食センターを設置し、既存の学
校給食センターを集約します。
　集約後、既存の学校給食センターは運用を廃止し、借地上の建物は除却して原状復帰後返還す
ることを基本とします。口之津センターは学校建物内であるため学校施設として利用します。深
江センターについては、関係部局と連携して活用を検討します。

第1期対象施設
（H29～R8）

第2期以降
（R9～R38）

　南島原市公共施設マネジメントの基本方針に沿い、公共施設の適正配置と施設総量の縮減を図
ります。
　建替えや改修をする際は、市民ニーズや利用需要等により、ユニバーサルデザイン化の推進を
図ります。
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（３）集約計画

<学校給食センター>

1

2

3

4

5

6

（４）除却計画

<学校給食センター>
№

1

2

3

4

布津学校給食センター 学校給食センター他

除却

R4 H5 616.00

有家学校給食センター 学校給食センター他 R4 H4

北有馬学校給食センター 学校給食センター他 R4 H9 524.00

709.00

西有家学校給食センター 学校給食センター他 R4 H3 510.00

H3 510.00

施設名 棟名 方向性 計画年度 築年 延床面積(㎡)

北有馬学校給食センター 学校給食センター他 R3 H9 524.00

口之津学校給食センター 学校給食センター R3 H17 328.00

布津学校給食センター 学校給食センター他 R3 H5 616.00

延床面積(㎡)

実施前 実施後

深江学校給食センター 学校給食センター他

新学校給食セ
ンターに集約

R3 H17 813.00

2,500.00
有家学校給食センター 学校給食センター他 R3 H4 709.00

西有家学校給食センター 学校給食センター他 R3

№ 施設名 棟名 方向性 計画年度 築年
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